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実施計画 ３年 

 実施計画 ３年 

 

第５次八潮市総合計画（基本計画）の見直しについて 

 

 第５次八潮市総合計画（以下、「本計画」という。）は、市の最上位計画として、平成２８

年３月に策定し、本計画に基づいて、各種施策における市政の推進に取り組んでいるところ

である。 

 本計画の構成は、以下のとおりである。 

 

「基本構想」：本市の将来都市像とそれを実現するための政策の大きな方向性を示した指針

となるもので、目標年次を令和７年度とした分野別将来目標を示している。 

「基本計画」：基本構想で定めた分野別将来目標に基づいた市の主要施策の内容を示したも

のであり、社会経済状況の変化等に的確に対応していくため、原則として令

和２年度に点検し、令和３年度に必要に応じて見直しを行うこととしている。 

「実施計画」：基本計画に示した施策を実現させるための具体的な事業を示すものであり、

計画期間を３年間とし、ローリング方式により毎年度見直しを行っている。 

 

 

＜第５次八潮市総合計画の計画期間＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成            令和           （年度） 

28  29  30  31   ２  ３  ４  ５  ６  ７ 

第 ５ 次 八 潮 市 総 合 計 画 

基本構想 10 年 

基本計画 10 年 
        ※R2 に点検 R3に見直し 

実施計画 ３年 

毎年度ローリング 
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１．これまでの庁内における検討経緯                    

 本計画の基本構想において、基本計画は、令和２年度に点検し、必要に応じて令和３年度

に見直しを行うこととされている。このことから、令和２年度に庁内で点検を行ったところ、

社会経済状況の変化や制度改正等により、見直しが必要であると認められたため、今年度に

見直しを行うこととした。 

 これまでの庁内における検討の経緯は以下のとおりである。 

●令和２年度 

開催月 会議名 内容 

11月 

庁議① 
・第５次八潮市総合計画(基本計画)における

見直しの必要性に関する報告 

副部長等政策調整会議① 
・基本計画の見直しに関する必要性の確認依

頼 

11月 副部長等政策調整会議② 
・上記の確認依頼の結果報告(各部による確認

の結果、修正が必要な箇所あり) 

12月 庁議② 
・令和 3 年度に見直しを行うことを報告 

・見直しに関する方針(案)の意見聴取 

13月 庁議③ ・見直しに関する方針の決定 

・庁議 

主に部局長級の役職にあたる職員が構成員となり、市の行政運営の方針を策定し、重要施策に関する事

項を審議決定する会議。 

・副部長等政策調整会議 

主に副部長級の役職にあたる職員が構成員となり、部局間の政策調整又は効率的な行政事務の執行の確

保に必要な協議を行うための会議。 

 

●令和３年度 

開催月 会議名 内容 

14月 改定検討委員会① 
・見直しに関する方針に基づいた、修正の確 

認依頼 

16月 改定検討委員会② 
・確認依頼の結果報告、各部からの修正案の

提示およびそれに関する意見聴取 

18月 改定検討委員会③ ・修正案に関する意見への対応を提示 

19月 
改定委員会① 

・これまでの改定検討委員会における検討結

果を報告およびそれに関する意見聴取 

改定委員会② ・上記における意見への対応を提示 

10月 改定委員会③ ・八潮市振興計画審議会への諮問内容の決定 

・改定検討委員会 

「第 5次八潮市総合計画改定検討委員会」の略。主に副部長級の役職にあたる職員が構成員となり、本

計画の改定に関する検討や総合調整、改訂原案を策定する会議。 

・改定委員会 

「第 5次八潮市総合計画改定委員会」の略。主に部局長級の役職にあたる職員が構成員となり、本計画

の改定及び総合調整に関することを所掌する会議。 
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２．第５次八潮市総合計画（基本計画）の改定にあたっての基準について      

 本計画の基本構想において、基本計画は、必要に応じて令和３年度に見直しを行うことと

記されており、後期基本計画の策定を想定したものではない。 

このため、基本計画を見直すにあたっては、現行の基本計画の内容を基礎として社会経済

状況の変化や制度の改正等により、見直し時点での状況にそぐわなくなった記述について、

現行の基本計画に加筆・修正を行うことによるものとした。 

 

 

 

 

3．第５次八潮市総合計画（基本計画）の改定箇所一覧における各項目について    

 以下に、資料５の各項目に関する説明を次に記載する。 

 

Ｎｏ．：見直し箇所の番号 

担当部局：担当部局（課）名 

現行の該当ページ：現行の第５次八潮市総合計画のページ番号 

資料６該当ページ：資料６のページ番号 

分野：基本計画における各章を表記 

各章に該当しないものについては、「その他」で表記 

施策：各章ごとにおける各節を表記 

   各節に該当しないものについては、「その他」で表記 

項目：節以下の詳細を表記 １ 現状と課題 

             ２ 基本目標 

             ３「共生・協働」「安全・安心」に基づく取組方針 

             ４ 成果指標 

             ５ 施策の内容 

             ６ 主要事業 

現行の第５次八潮市総合計画内での記載内容：現行の第 5 次八潮市総合計画に記載がある

内容 

改定案：今回の見直しにあたり、加筆・修正を行った内容 

改定理由：今回の見直しにあたり、改定を行う理由 
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４．今後の予定について                               

11/08     第１回八潮市振興計画審議会 

・委員委嘱、会長・会長代理の選出 

・第５次八潮市総合計画(基本計画)改定案に関する諮問 

      ⇒改定案に対する意見聴取 

 

1２月上旬 第１回八潮市振興計画審議会の結果報告（書面） 

      ・第１回の審議会における意見聴取の結果報告 

      ・審議会の意見を踏まえた改定案の報告 

      ・パブリックコメントの実施の報告 

 

12月中旬～1月中旬 パブリックコメントの実施 

 

２月上旬  第２回八潮市振興計画審議会（書面） 

      ・パブリックコメントの結果の報告 

      ・パブリックコメントの意見を踏まえた改定案の報告 

        ・答申書（案）の作成 

      ⇒答申に関する意見聴取 

 

２月中旬 第２回八潮市振興計画審議会の結果報告（書面） 

      ・答申に関する意見の報告 

      ・答申書の報告 

 

２月下旬 第３回八潮市振興計画審議会 

      ・第５次八潮市総合計画(基本計画)改定案に関する答申 


